
川崎市教育委員会産業医非常勤嘱託員の任用に関する要綱 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第１３条の規定に基

づき選任する産業医を非常勤の嘱託員（以下「嘱託員」という。）として任用するこ

とについて、必要な事項を定めるものとする。 
（職名） 

第２条 嘱託員の職名は、産業医とする。 
（職務） 

第３条 嘱託員は、次に掲げる職務を行うものとする。 

（１）職場巡視に関すること。 
（２）健康診断の実施とその結果に基づく職員及び教職員（以下「職員等」という。）

の健康を保持するための措置に関すること。 
（３）職場環境の維持管理に関すること。 
（４）作業の管理に関すること。 
（５）職員等の健康管理に関すること。 
（６）健康教育、健康相談その他職員等の健康の保持増進を図るための措置に関するこ

と。 
（７）衛生管理に関すること。 
（８）職員等の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 
（９）安全衛生委員会への出席 
２ 嘱託員は、前項第１号から第８号までに掲げる職務を行うについて、総括安全衛生

管理者に勧告し、又は安全管理者及び衛生管理者を指導し、若しくは助言することが

できる。この場合において、総括安全衛生管理者、安全管理者及び衛生管理者は、当

該勧告等を尊重しなければならない。 
（身分） 

第４条 嘱託員の身分は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第

３号に規定する特別職に属する非常勤嘱託員とする。 
（定数及び資格） 

第５条 嘱託員の定数は、８人とし、医師免許及び産業医の資格を有する者とする。 
（任用） 

第６条 嘱託員の任用の期間（以下「任用期間」という。）は、その採用の日から同日

の属する会計年度の末日までの期間の範囲とする。 
嘱託員の任用の期間は、原則として１年以内とする。 

（任用の更新） 
第７条 嘱託員の任用期間は、勤務成績が良好である場合、更新することができる。 
 



（退職） 
第８条 嘱託員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって退職する。 
（１）任用期間が満了した日 
（２）退職を願い出て承認があった日 
（３）死亡したとき。 

（解職） 
第９条 教育長は、任用期間中であっても、嘱託員が次の各号のいずれかに該当すると

きは、その職を解くことができる。 
（１）勤務成績が良くないとき。 
（２）心身の故障のため、その業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 
（３）その他その職に必要な適格性を欠くとき。 

（勤務日及び勤務時間等） 
第１０条 嘱託員の勤務日は、週１日程度とし、勤務時間は、１日について休憩時間を

除き３～７時間の範囲内かつ月２０時間程度（年間２４０時間）とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難いときは、嘱託員の勤務日、

勤務時間、その割振り及び休憩時間について、所属長が定める。 
３ その月の勤務日は、前月末までに所属長が命じるものとする。 

（年次有給休暇） 
第１１条 嘱託員に対して、別表第１に掲げる区分に応じた年次有給休暇を１日、半日

又は１時間を単位に付与することができる。 
２ 第７条の規定に基づき、任用が更新された場合において、前年度（直近１年度に限

る。）に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数がある場合は、当該

年度に限り繰り越すことができる。 
（報酬） 

第１２条 嘱託員には、第１種報酬及び第２種報酬を支給する。 
２ 第１種報酬の額は、月額３０３，９００円とする。 
３ 第２種報酬の額は、嘱託員の通勤の事情等に応じ、教育長が別に定めるもののほか、

正規職員の例による。 
４ 第１種報酬及び第２種報酬の合計額は、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給

条例（昭和２２年川崎市条例第１２号）第１条第５項に定める報酬額の限度額を超え

ないものとする。 
５ 前各項に規定する第１種報酬及び第２種報酬の支給方法は、正規職員の例による。 

（公務災害等の補償） 
第１３条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、川崎市議会の議

員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年川崎市条例第３５

号）の定めるところによる。 



２ 嘱託員が公務上の災害又は通勤による災害又は通勤による災害を受け、勤務日に勤

務しない場合、当該期間に対する第１種報酬及び第２種報酬は支給しない。 
（定めのない事項） 

第１４条 この要綱に定めのない事項については、労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）その他関係法令の定めるところによるほか、嘱託員に関し必要な事項は、教育長

が定める。 
 
  附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
  附 則  
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
  附 則  
 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 
別表第１（第１１条関係） 
１週間の

勤務日数 
任用期間 

１月未満 
１月以上 
２月未満 

２月以上 
３月未満 

３月以上 
４月未満 

４月以上 
５月未満 

５月以上 
６月未満 

６月 

５日以上 － １日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 

４日 － １日 １日 ２日 ２日 ３日 ３日 

３日 － － １日 １日 ２日 ２日 ３日 

２日 － － － １日 １日 １日 ２日 

１日 － － － － － － １日 

 

１週間の

勤務日数 

任用期間 
６月超 

１年以下 
１年超 
２年以下 

２年超 
３年以下 

３年超 
４年以下 

４年超 
５年以下 

５年超 
６年以下 

６年超 

５日以上 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

４日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日 

３日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

２日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

１日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 


